
 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 
 

茨城県特定(産業別)最低賃金の改正に係る官報公示について 

 

 
茨城労働局長（佐藤 悦子）は、茨城地方最低賃金審議会（会長 清山 玲）

から、「鉄鋼業」などの３業種に係る特定(産業別)最低賃金の改正に係る答申

を受け、本日２月 10 日（火）までに、別表のとおり改正する旨の官報公示を行

いました。 

今後、茨城労働局では、令和７年 10 月 12 日改正された茨城県最低賃金に加

え、改正後の茨城県特定（産業別）最低賃金についても、県内の事業場はもと

より、広く県民に周知を図ることとしています。 

また、引き続き、中小企業や小規模事業者等における賃金引上げを支援する各種助

成金や無料相談窓口などの活用促進を行っていきます。 

 

 

・無料相談窓口  茨城働き方改革推進支援センター(電話 0120-971-728) 

 

・各種助成金の問合せ先  

 

業務改善助成金 

 

 

コールセンター(電話 0120-366-440) 

キャリアアップ助成金、人材開発支

援助成金、人材確保等支援助成金等 

茨城労働局助成金事務センター 

(電話 029-297-7235) 

働き方改革推進支援助成金 茨城労働局助成金事務センター 

(電話 029-246-6371) 

 

茨 城 労 働 局 発 表 

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ０ 日 (火 ) 

Press Release 

  

【 照 会先 】 

茨城労働局労働基準部賃金室 

室   長   黒羽 勝利 

室長補佐   猪狩 智行 

（直通電話） ０２９ （２２４） ６２１６ 

 



（別表） 

改正後の茨城県特定（産業別）最低賃金額 

 茨城労働局 

件   名 
時間額 

(引上げ額) 効力発生日 

 
 

鉄  鋼  業 
 

 

１，１６６円 

（＋６８円） 
令和８年３月１日（日） 

はん用機械器具、生産用機械器具 
業務用機械器具製造業 

（機械器具製造業等） 

１，１０５円 

（＋５０円） 
令和８年３月１日（日） 

計量器・測定器・分析機器・試験

機・理化学機械器具、医療用機械

器具・医療用品、光学機械器具・

レンズ、電子部品・デバイス・電

子回路、電気機械器具、情報通信

機械器具、時計・同部分品製造業 
（電気・精密機械器具等製造業） 

１，１１５円 

（＋６３円） 
令和８年３月19日（木） 

 

※各種商品小売業の特定最低賃金については、令和７年度は改正が行われません。そ

のため、令和７年 10 月 12 日から茨城県最低賃金(時間額１,０７４円)が適用されて

います。 

 

 

 

 

 

 



＜参考＞ 

特定（産業別）最低賃金の改正手続の流れ 
 

関係労使 
                   

↓（決定等の申出） 
諮  問 

                   
                  ↓ 

調査審議 
                  

 ↓（必要性の答申） 
諮  問 

                  
 ↓ 

専門部会の設置及び調査審議 
                   

↓（調査審議結果の報告） 
答  申 

                  
                  ↓ 

異議申出に係る調査審議※ 
                  
                  ↓ 

決  定 
                   
                  ↓ 

決定の公示 
                   
                  ↓ 

効力の発生 
         

※関係労使から異議申出があった場合に開催される 
 


